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１．課題設定 

 本研究の目的は、子ども1は学校づくりの主体となりうるのかについて、アメリカにおける理

論と実態の分析をもとに検討することである。特に本研究はこれを、学校づくりをめぐるガバナ

ンスの問題として位置づけ、子ども参加の可能性と参加実現に向けた課題について考察を試みる。

検討する課題は次の通りである。 

 まず、学校（教育）への子ども参加にかかわる先行研究について、それぞれの論拠をもとに整

理しつつ、本研究が「ガバナンス」という視点を用いる意義について説明する。後述するように、

子どもの参加をめぐる議論は主として「権利論」の立場からその必要性が論じられてきた歴史的

経緯がある。しかし、「学校づくり＝より質の高い学校教育の実現」という側面からは、その達

成に向けて学校の教育および経営活動を「誰が支配し、管理するべきなのか｣2というガバナンス

の問題として位置づけ議論を再構築する必要性があるというのが、本研究の問題意識である。 

東邦学誌 

第43巻第１号 

2014年６月 

論 文 

─────────────── 
 1 本研究において「子ども」は、児童生徒を意味する語として用いる。そのため、高等教育機関にお

ける学生参加の問題は扱わない。 

 2 坪井（2005b：36）は教育の統治（educational governance）について、「公教育を誰がどのように管

理・支配するのかを問う」問題であるとしている。 
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 次に、アメリカにおける学校づくりへの子ども参加の状況について、各種の調査データ等を用

いながら、学校、学区、州の各レベルにおいて確認する。個別学校での直接的な関わりだけでな

く、政策実施過程において学校に対し強い影響力を発揮している教育行政への参加も、学校づく

りへの参加として捉えておく必要があると考えるからである3。 

 その上で、近年のアメリカにおける学校改善論のキーワードの一つである、「ネットワーク」

ないし「ネットワーク・ガバナンス」という概念に着目しながら、子どもを学校づくりのガバナ

ンス主体と位置づける上での課題について検討する。学校や教育を取り巻くガバナンスの類型や

在り方については、すでに数多く論じられてきている。その中でも本研究が、ネットワーク・ガ

バナンスに着目するのは、ネットワークという考え方が「これまでの学校組織のあり方に変更を

迫っていると同時に、これまでのその学校組織の周辺的な存在であった子ども・保護者を再包摂

し、教育ネットワークのメンバーとなる可能性を展望するもの」（石戸2013：227）という特徴を

持つからである。すなわち、学校づくりのネットワークはどのように構想され、そこに子どもは

どのように位置づく／位置づかないのかについて考えてみたい。 

 

２．子どもの参加をめぐる議論の整理 

（１）「権利」としての子ども参加 

 子どもを学校づくりの主体として位置づけようとする議論は、子どもの参加（とりわけ、学校

における意思決定への参加）をめぐる問題として展開してきた。喜多（1993：77-78）によると、

欧米では子どもの参加に関する教育法制が1970年代にはすでに整備されていた。例えばアメリカ

では、1970年代には各州が学区教育委員会への高校生代表の参加を制度化し、1980年代末には、

シカゴでの学校協議会（Local School Council：LSC）の実践に代表されるような、学校の運営・

管理の側面においても生徒参加が進められてきた。その他、ドイツやフランスといった国々でも

同様に法制化が進められたようである4。 

 このような諸外国における状況を説明しつつ喜多（1993：75）は、われわれが検討しなければ

ならない「子どもの参加」という問題の本質が、「文部省筋のいういわゆる「社会奉仕」的な

「青少年の社会参加」論ではなく、教授学サイドで論じられてきた「生徒の授業参加」程度の指

導技術論レベルの教育参加とも異なる」とし、「子ども自身にかかわる問題について何が 善か、

の決定プロセスに子どもの意思を加えること、すなわち、決定権への参加にある」と提起した。

1989年に国連において採択（日本は1990年に署名、1994年に批准）された子どもの権利条約第12

条第１項は、「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべ

─────────────── 
 3 たとえばDatnow, A. et. al（2006）は、学校改善の過程において学校、学区、州、連邦といった異

なる組織間の結びつきの分析が重要だとしている。本研究はその指摘にヒントを得て、学校、学

区、州というレベルで子ども参加の状況を把握することにした。 

 4 中嶋（1999：98）によると、そこでは学校内の事がら（生徒規則や学校行事の設定など）やより全

般的な事がら（教育計画の樹立や学校制度のあり方など）について、子どもが児童会や生徒会とい

った組織を通じて、当事者としての意見を表明する機会が与えられてきた。 
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ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見

は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする」と規定しているが、以上

の主張はまさにこの考え方に通底するものといえよう。 

 ここから、このような主張にもとづく議論を、子どもが自身に影響の及ぶ事項についての決定

プロセスに参加し意見を表明するという、子どもが有する「権利」としての参加の実現を重視す

る議論、すなわち「権利としての参加」論と呼ぶことにする。 

 

（２）「教育としての参加」の台頭 

 このような「権利」という側面から子どもの参加の正当性（ないし必要性）を主張する議論は、

これまで日本において広く共有されてきた。ただし、岩永（2012：15-16）に依るならば、日本

における子どもの参加をめぐる議論は、「子どもの権利条約批准後に一定の盛り上りはみせたも

のの」、「現時点で「子どもの意見表明権」が具体的課題として論じられ、制度化に向けて動いて

いるとは到底言い難い」という現状にあることもまた事実であろう5。 

 岩永によるこの指摘の重要な点は、子どもの参加について権利論とは異なる視点、つまり「子

どもの参加を可能にする制度的枠組みの構築」という、「制度としての参加」論と呼ぶべき視点

を提供している点にある。つまり、規範的に子どもの参加を意味づける（子どもは参加させるべ

きであるという主張）だけでなく、現行の制度においてどの程度子どもの参加が可能であるかを

考察する視点であるといえる。ただし、この視点にもとづく参加も実態・研究の両面においてそ

の関心は未だ低調だと言わざるを得ないだろう6。 

 その一方で近年特に強調される視点に、「教育としての参加」があるように見受けられる。こ

れは、参加が子どもの発達、とりわけ民主主義の涵養という側面において重要であることを強調

する主張として説明できるものである。とりわけ、シティズンシップ教育（市民性教育）との関

連において強調される傾向がある。例えば、柳澤（2013）は香川県志度高校における「志度高校

学校会議」の取り組みによって得られた何よりの成果として、「生徒の成長」をあげる。また他

の文献においても、アメリカやフランスなどでは、地方ないし中央の教育行政への参加が、自治

の担い手としての準備や将来の主体的な主権者としての市民権の行使という意識から推進されて

きたこと、ドイツでも2000年代以降、民主主義を体験する場として生徒参加が一層強められたこ

となど、海外における事例が積極的な意味づけをもって紹介されている。これらの主張はまさに、

─────────────── 
 5 田久保（1996：170-171）は、日本においても1970年代～1980年代に生徒参加の萌芽的な形態を見

つけることができるとして、千葉県の東葛飾高校と埼玉県の所沢高校の例を紹介している。これら

はいずれも高校生の権利としての学校参加を実現している貴重な例として位置づけられている。 

 6 たとえば、学校運営協議会のあり方をめぐっても、保護者や地域住民の参加の実態やその重要性に

ついての関心は高いが、子どもについての言及はほとんど見られない。本制度については、あくま

でも子どもは「教育サービスの受け手」という前提があり、そのサービスの質を高めるために「サ

ービスの送り手」としての大人側の参加のあり方が問題設定されていると分析できる。その点にお

いても、子どもと大人は同等であると位置づける「権利としての参加」論とは特徴を異にする。 
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参加そのものを教育の場・機会として積極的に捉えて意味づける論、すなわち「教育としての参

加」論と位置づけるべきものである。 

 

（３）ガバナンス問題としての「参加」 

 学校づくりへの参加が、子どもたちの発達を促しうるという観点そのものは、決して否定され

るものではない。むしろ、現在の学校教育または子どもたちを取り巻く状況を鑑みるに、積極的

に推進すべき部分があるということも一定程度理解できる。しかしながら、もう少し俯瞰的に捉

えると、「そのような発達は学校づくりへの参加でなければ望めないのか」という疑念を拭い去

ることも難しいのである。つまり、子どもの参加が持つ効果性を、子どもの発達という側面に収

れんさせていく方向性のみにおいて議論を構築してしまうことは、望ましいことではないのでは

ないか。学校経営という立場からは、「子どもの参加が学校経営の質の向上や学校改善の促進と

いう点で、どれほど有用であるか／あったか」という点こそ問う必要があると考えるのである。

例えば、先に示したドイツでは、学校への参加制度が早くに整備されてきたが、「学校改善とい

う視点から見れば、必ずしも成果をあげているとは言いがたい」（柳澤 2007：199）との指摘も

ある。このような現状を踏まえるならば、学校経営の質向上や学校改善の実現という観点からの

参加論の構築が急務なのである。このような主張は、これまで整理してきた参加論と対比するな

らば、「ガバナンス論として参加」論と呼ぶべきものである。 

 ガバナンスをどのような概念として定義づけるかは、このことばにどのような修飾語を冠する

のかによっても異なってくる (たとえば、コーポレート・ガバナンスやグッド・ガバナンスなど) 

が、「とにかく、ありとあらゆる「治める」というプロセスを示す」（マーク＝野田 2013：4）概

念として、広義には理解することができる。重要なことは、ガバナンスがプロセスを意味する概

念であり、定式化された構造ではなく、動態的な行為や体系を示す概念であるということである。 

 そこで本研究では、山内（2013）とManna（2010）を参照し、ガバナンスを「学校および社会

にとっての望ましい変化を生み出すための意思決定・執行・監督などに関する仕組み」として定

義しておく。以下では、学校、学区、州という三つの異なるレベルでの子ども参加の状況を概観

しつつ、アメリカの学校づくりをめぐるガバナンスの現状について確認する。 

 

３．アメリカにおける学校づくりへの子ども参加の現状 

（１）子どもの参加をめぐる動向 

 アメリカにおける子ども参加の現状を確認する前に、1960年代以降の動向を整理しておこう。

Mitra（2009：819）によると、アメリカにおいて子どもの参加をめぐる議論は、student voiceと

いう概念を用いて進められてきた7。このstudent voiceという概念は「生徒（youth）が自分自身

と友人らの生活のあり方を方向づける学校の意思を共有するために持っている機会において用い

─────────────── 
 7 類似の用語に、student participation、active citizenship、youth leadership、youth developmentがある

が、それらの含意は同じものであるとMitra（2009）は説明している。 
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られている様々な方法」を意味することばであり、その方法も、「問題や潜在的な解決策に対す

る自分たちの意見を生徒間で共有するという も基本的な段階、学校が抱えている問題に対処す

るために生徒たちが教師らと協働することを認める段階、生徒主導で学校改革を進めようとする

段階」のように、実に幅をもって用いられているようだ。 

 さて、アメリカにおいて子どもの参加が問題化した背景には、アメリカ社会が抱える構造的な

問題があったと坪井（1996：262-263）は指摘している。それによると、マイノリティもしくは

貧困家庭の子どもたちと彼らが抱える諸問題（低学力、高校中退と失業、ドラッグや自殺率な

ど）が増大する中で、「子どもと教育を窒息させるこの構造的社会経済問題に立ち向かい、どの

子どもにも夢と幸福を追求しうる学力と人格をどのように学校が保障しうるかが、米国教育政策

の根本問題」となっていった。その中で子どもの参加は、①公正な教育機会の保障の問題、②す

べての人間の人権が保障される社会を築いてくための社会的事業への主体参加の問題、③公教育

の本質的機能の問題として提起されてきたと坪井は説明している。 

 このようにアメリカでも子どもの参加は当初、生徒の権利や権限をめぐる問題（student power 

effort）として位置づけられていた。実際に1960年代や70年代において、生徒たちは意見表明権

や適正手続き（due process）、教育委員会への代表制度などを要求していたという。しかしなが

ら現在では、student voiceをめぐる議論は、このような権利や権限に関することよりも、学校改

革／教育改革をより成功に導くための示唆を得るために必要であるという点に重きが置かれるよ

うになってきたとMitra（2009：821）は指摘している。ただし、アメリカでもこのような実態は

未だ低調（only occurs in small pockets）であり、また、研究的な分析も緒についたばかりのよう

である8。 

 以上のようなアメリカにおける歴史的背景と現在の研究状況を踏まえつつ、学校、学区、州の

各組織レベルでどの程度そしてどのような参加が実現されているのかを概観することにしよう。 

 

（２）学校レベルでの参加 

 先に示したアメリカにおける実践的・研究的な現状も手伝って、各学校レベルでの子ども参加

の実態を統計的に把握することは非常に困難である。そこで以下では、先行研究等において紹介

されてきた事例から、学校レベルでの参加の状況を確認する。 

 学校レベルでの子ども参加の例としてよく知られているのは、先述したイリノイ州シカゴでの

LSCの取り組みであろう。1988年にイリノイ州議会で採択された「シカゴ学校改革法（Chicago 

School Reform Act）」は、学区内の全校（542校）にLSCの設置を義務づけ、そこに対して市教委

からの大幅な権限委譲を行い、人事、予算、カリキュラムに関する権限を付与した。LSCは、保

護者代表６名、地域住民代表２名、教員代表２名、校長の計11名と、高校についてのみ、人事へ

の投票権を持たない生徒代表１名を加えて構成される。 

─────────────── 
 8 対してEUやオーストラリアではこのような動きが活発であるとしている。 
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 小玉は、ミネソタ州セントポールのアヴェロン高校9での事例をインタビューの中で紹介して

いる（小玉 2006：15）。それによると当該高校は、生徒による自治組織が形成され、学校運営に

対して発言権を行使できるという10。 

 坪井は、ニューヨーク市における教育委員会制度の再編、廃止の動向に触れつつ、同市の学校

における新たな教育統治の形態として、School Leadership Teamについて言及している（坪井 

2005a：16）。このチームは、学校の総合計画の作成と予算の管理運営について権限を持つが、そ

のメンバーとして、校長、父母会会長、教員組合分会長、父母代表、教職員代表の他に、高校で

は生徒会代表が含まれているという。 

 限られた事例からではあるが、学校レベルでの子ども参加をめぐり次のような特徴を指摘する

ことができるだろう。一つは、学校への分権化の中で子ども参加が促進されてきた実態があるこ

とである。これは先に指摘した、学校改革を成功させるための示唆を得ようとする方向性と符合

するものといえよう。つまり、個別学校へのアカウンタビリティ要求が高まる中で、各学校が自

身の教育活動の正当性を確認する方策として、生徒の声に耳を傾けるようになったのではないか

ということが推察される11。もう一つは、学校段階によって子ども参加の程度が大きく異なると

いう点である。小松（2006：306）が、アメリカにおける学校協議会の設置状況等について調査

したホールステッター（Wohlstetter, P.）の論考にふれながら、「ハイスクールの生徒はたいてい

の協議会で構成員になっている」と述べたように、高等学校レベルでは子ども参加が随分と進ん

でいるように思われる。しかし、それ以下の学校段階での参加の状況については確認することが

難しい。 

 

（３）学区レベルでの参加 

 学区レベルでの参加については、坪井（1996：267-269）が90年代までの主な動きについて整

理している。そこでは、1972年にマサチューセッツ州の各学区に５人の生徒代表からなる生徒諮

問委員会が設置され、その委員長が学区教育委員会の教育委員を担うという制度が構築されたこ

とが紹介されている。表１は「全米教育委員会協議会 (National School Boards Association：

NSBA)｣ が実施した、各州における学区教育委員会への子ども参加（Students Serving on Local 

School Boards）の状況についての調査結果（2009年２月現在）をまとめたものである。調査は全

米50州を対象に実施されたが、回答を得られたのは39州であった。また、回答を寄せた39州のう

─────────────── 
 9 アヴェロン高校（avelon school）は、シティズンシップ教育の理念を掲げて2001-02年度に開校し

たチャータースクールである。第６学年から第12学年までの中等教育を提供している。同校の詳細

については、次のURLを参照されたい。http://www.avalonschool.org/（ 終確認：2014年３月27日) 

 10 生徒は自身らを構成員とする議会での決定を通じて学校の意思決定に参加する。ただし、教師側は

その決定に対する拒否権を持っている。 

 11 これまでシカゴのLSC等の取り組みついて、国の内外を問わず多くの研究成果が蓄積されてきた

が、子どもの参加の必然性についての説明は管見の限り見当たらない。子どもの参加に何を期待し

てきたのかについては、今後も引き続き検討する必要がある。 
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ち、学区教育委員会への子ども参加を認めている学区が存在する州は25州であった12。 

 

表１ 学区レベルでの参加の状況 
 

州名 生徒代表の選出方法 投票権 任期 
力量形成

機会 

アラスカ 教育委員会による任命   
教育委員会規則によ

って、１－２年 
 

アリゾナ 

学区によって異なるが、たいていは高

校の生徒会長 (student body president) 

のうちの一人 

  
学区によるが、生徒

会長としての任期中 
  

アーカンソー 学区によって異なる   学区によって異なる   

カリフォルニア 選挙と任命いずれもある  １年  

コネチカット たいてい校長が選ぶ   １年  

デラウェア 高校の生徒会（student council）から   たいてい１年   

フロリダ 

（５学区のみ） 
教育委員会による任命 

学区によっ

て異なる 
１年   

アイオワ 教育委員会が選ぶ   １年   

カンザス NR   NR   

メリーランド 

学区によって異なるが、多くの場合は

委員会や教育長が検討するために、各

中等学校からの代表者があつまり、そ

こでミニ選挙を行って３名を選出 

学区によっ

て異なる 
１年  

マサチューセッツ 学校の生徒会が選ぶ   
法規定はないが、た

いてい１年 
 

ミシガン NR   学区によって異なる  

ミネソタ 教育委員会が選出（select）   学区によって異なる   

ニュージャージー 

・18歳以上の場合は選挙 

・アドバイザー（advisory capacity）

として関わる場合は任命 

18歳以上の

場合のみ 

３年 

アドバイザーとして

関わる場合は１年 

  

ニューヨーク 

18歳以上の場合は選挙で選ばれるが、

たいていは職権上の代表（ex-officio 

representative）として任命される 

  １年   

ノースカロライナ 
学区によって異なるが、多くの場合、

高校の学級委員長が選ばれる 
  １年   

オレゴン 
学区に任されているが、多くの場合、

教育委員会が任命 
  １年   

ペンシルベニア 任命、選挙、生徒会長   たいてい２年  

サウスカロライナ NR       

テネシー 学区によって異なる   原則１年   

ユタ 学区によって異なる   １年   

   
─────────────── 
 12 参加を認める学区はないと回答した州は以下の通り。アラバマ、ジョージア、アイダホ、インディ

アナ、ルイジアナ、ミシシッピー、ミズーリ、ニューメキシコ、ノースダコタ、オハイオ、オクラ

ホマ、サウスダコタ、テキサス、ウェストヴァージニア。（計14州） 
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ヴァーモント 

州による規定はないが、いくつかの教

育委員会は生徒同士の間で選ばれた代

表（たとえば生徒会）を加えている 

  たいてい１年   

ヴァージニア 
特定高校からの推薦 

（through their respective high school）
  １年  

ウィスコンシン 任命   １年   

ワイオミング 
教育委員会への申し出、委員会による

選出など様々な方法がある 
  １年   

NSBA, Students Serving on Local School Boards February 2009 をもとに筆者作成 

   

 表１から、生徒代表の選出方法、投票権の有無、任期の長さ、委員としての力量形成機会の有

無という各項目について、参加の実態はかなり多様であることがわかる。この多様性は、州間の

多様性というだけでなく、州内での多様性もかなりの程度で高い（表では「学区によって異な

る」と表現）。これを踏まえて、学区レベルでの参加について次のように特徴を指摘しておきた

い。 

 第一は、子どもの代表は他の教育委員のように選挙によって選出されることよりも、教育委員

会や教育長によって任命される場合が多いという点である。任命の前提として、生徒組織の代表

者であることや代表者として選考されるための要件を教育行政サイドで設定している学区もあり、

代表者の選出には相当程度教育行政側のイニシアティブが発揮されやすい状況にある。第二は、

投票権まで付与している学区は非常に稀だという点である。つまり、意見表明権については制度

上担保されているが、 終的な意思決定にまで関与できることはほとんどない。第三は、学区が

生徒代表に対して力量形成の機会を準備している学区も少なくないという点である。これは代表

性の担保という側面からも重要な要素であると考えられるが、具体的にどのような力量の形成・

向上をねらっているのか、またそれは他の委員と質的または量的に異なるものなのかといった詳

細については今後の検討課題である。 

 

（４）州レベルでの参加 

 後に、州レベルでの参加の状況について確認する。表２は、「全米州教育委員会協議会

（National Association State Boards of Education：NASBE）が実施した全米各州の教育統治構造

（State Education Governance）に関する調査（2013年３月）をもとに、子ども参加の状況をまと

めたものである。 

 表２からは、州レベルの子ども参加について、投票権を持たない場合が多い、アドバイザーと

いう準委員として位置づけられることもある、他の委員よりも任期が短く設定されている（州教

育委員の場合、任期の多くは４年から６年）など、他の委員とは異なるかたちでの参加になって

いるという実態を確認することができる。 
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表２ 州レベルでの参加の状況 
 

州名 特徴 

アラスカ 
教育委員会が生徒アドバイザー（student advisor）を１名任命する。アドバイザー

は投票権を持つが、それは助言的なもとのとして扱う 

カリフォルニア 
完全な参加権（full participation rights）を持った生徒メンバー１名（投票権有、任

期は１年） 

コネチカット 投票権を持たない２名の生徒代表（任期は１年） 

ハワイ 投票権を持たない生徒１名 

アイオワ 投票権を持たない生徒メンバー１名 

メイン 2008年より投票権を持たない生徒代表２名を加えた 

メリーランド 州知事が任命する生徒代表１名（投票権有、任期１年） 

マサチューセッツ 生徒代表１名 

モンタナ 投票権を持たない生徒代表１名（任期２年） 

ネバダ 投票権を持たない生徒代表１名 

ノースカロライナ 投票権を持たないアドバイザーとして生徒代表２名 

ペンシルベニア 
2008年に投票権を持たない生徒４名（うちK-12は２名、残りは高等教育）。任期は

２年だが、１年目はメンバー候補者（member-elect）、２年目は正メンバー 

テネシー 投票権を持つ生徒代表１名 

ヴァーモント 初の年度には投票権が与えられない 

ワシントン 投票権を持たない２名の生徒代表（任期２年） 

 
NASBE, State Education Governance: State-by-State Chart Essential Governance Information March 2013 

をもとに筆者作成 

   

 以上のように、現在アメリカでは学校、学区、州の各レベルで子どもがそこでの意思決定ない

し協議のプロセスに何らかのかたちで参加している。しかしながら、他の構成員と比較すると、

多くの場合、彼らの参加には様々な制限が設けられていると言わざるを得ない。すなわちこれは、

子どもをどのような存在としてそのプロセスに位置づけるのかという、ガバナンスにおけるメン

バーシップの問題として捉えることができる。 

 以下では、ネットワーク・ガバナンスに関する議論を参照しながら、子どもをガバナンス主体

として位置づけていく上での課題について考察する。 
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４．考察：ネットワーク・ガバナンスから考える子ども参加の課題 

 石戸（2013：243）は、ネットワークという考え方においては、教育システムにおける多様な

主体が参加できる度合いがその公共性の度合いを測る指標になると指摘する。換言するならば、

どれだけのアクターをそのネットワークの「網の目」として位置づけることができるかが、ネッ

トワーク・ガバナンスそのものの質を決定づけるということになろう。しかしながら、ただ闇雲

にアクターを包摂していくことは避けなければならない。なぜならば、学校改善の持続性という

観点からは、それを担保できるメンバーシップをきちんと定義づけることが、ガバナンスにおけ

る重要課題だからである（Manna 2006：12）。 

 ネットワーク・ガバナンスの在り方を考えるにあたって、Manna（2006：15）が指摘する次の

３点は示唆的である。彼女は、①ネットワークの類型と参加形式の段階、②メンバーシップの定

義づけと持続性、③メンバーの能力の多様性の認識の重要性を指摘している。まず①について、

ネットワークは、情報的（informational）、開発的（developmental）、奉仕的（outreach）、活動

（action）の４つで類型化され、この順序でネットワークの目標・目的の達成に対するメンバー

の関わり方が強くなる。これは、ネットワークへの参加の度合いは段階的に設定し得るというこ

とを示唆している。②は、どのようなメンバーによってガバナンスを構築することが活動の持続

性という点において望ましいかを考慮することの必要性を指摘するものである。これは、「学校

の意思形成の安定化」（柳澤2007：199）という点からも重要である。③については、メンバーが

有する力量（capacity）がガバナンスのあり方にとって無視できない影響力であることを示して

いる。 

 以上を枠組みにしつつ、先に確認した現在のアメリカにおける子ども参加の状況を読み解くな

らば、次のように学校づくりにおける子ども参加の課題を説明することができるだろう。 

 第一に、これまでの「権利としての参加」論から見ると不十分な段階として位置づけられる、

投票権を持たないかたちでの参加であっても、ネットワーク・ガバナンスの観点からは十分に意

味のある参加といえる。むしろ、上記②や③の点も含めて考えると、力量形成の機会が十分に準

備されていない、または短い任期でメンバーが入れ替わってしまうなど、意思決定における不安

定さを助長してしまう可能性のある現制度下では、決定権を持つメンバーとして子どもの参加を

促進していくことの方がむしろ、学校づくりに新たな危機をもたらす可能性が高い。つまり、

「権利としての参加」論が到達点として設定する「共同決定（＝合意・共同決定権）」（喜多

2004：10）という次元に子どもの参加を引き上げる方策よりも、意思決定上の安定したメンバー

であるための環境整備こそ喫緊に取り組むべき課題だといえる13。 

─────────────── 
 13 2004年の地教行法改正によって制度化された「学校運営協議会」制度も同様の課題を抱えていると
考えている。同制度は、主にイギリスの学校理事会制度を範にして、学校運営協議会を学校経営上
の意思決定機関（つまり、委員は意思決定者であり統治者）として位置づけているが、実態として
は必ずしもそのようになってはいない。むしろ、多くの場合、教育活動の支援組織（たとえば、学
校支援ボランティアなど）としての性格づけが顕著であるようだ。このことを十分な参加システム
になっていないと断罪するのではなく、これは日本的な参加のあり方として、日本における学校と
社会のかかわり合いという観点から分析を進めていく必要があると考える。 
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 第二に、子どもの参加をより多様に捉えることが重要である。Mitra（2009：821-824）は、教

育改革における子ども参加の貢献のあり様について次の３点で整理した。①データソースとして

の子ども（Students as Data Sources）、②ラーニングコミュニティにおける協働者としての子ど

も（Students as Collaborators in Learning Communities）、③改革者としての子ども（Students as 

Reformers）である。子どもの参加について論じようとする時、ともすれば③の実現を至上命題

として扱いがちであるが、その他の関わり方も学校改善の促進という側面からは十分な意味をも

つ。より注意を払うべきは、一体どのような関わり方を期待して子どもの参加を形式化／制度化

するのかのビジョンを、各学校のネットワークを構築しているメンバー間において共有すること

だといえるだろう。 

 

５．おわりに 

 以上、アメリカにおける状況を材料にしながら、ガバナンス論の観点から学校づくりへの子ど

も参加の課題について考えてきた。以下では、本研究で十分に検討できなかったことを、今後の

課題として示しておく。 

 何度も述べてきたように、ネットワーク・ガバナンスにおいては、そのメンバーシップをいか

に設定するのかが重要な課題となる。そのメンバーシップのあり方をめぐっては、どうすればガ

バナンス主体としての信任を調達できるかが 大の課題となろう。しかしこの問いは、メンバー

の代表性や正統性（＝誰にガバナンスを任せるかという問題）というだけでなく、ガバナンス主

体という役割を任せるために必要な「力」の明確化も含みこんだものでなければならない。これ

は、ガバナンスという仕組みをつくり出し駆動させていく「作用」の問題、つまり、ガバナンス

を支えるリーダーシップの問題である14。望ましい成果を生み出すためのメンバー間の影響力

（リーダーシップ）の問題を含みこみながら、ガバナンスのあり様は検討する必要があるのでは

ないか。このガバナンスとリーダーシップの接点15について、本研究では十分に検討することが

できなかった。今後の研究課題としたい。 
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・石戸教嗣「ネットワーク社会と教育」石戸教嗣編『新版 教育社会学を学ぶ人のために』世界思想

社、2013年、223－244頁。 

─────────────── 
 14 近年の教育委員会制度改革をめぐる問題を考察する際にも、この視点は有効であると考える。公教

育（教育行政と学校経営を含みこんだものとして）のガバナンスは、いかなる力量（リーダーシッ

プ）を持つものに委ねるべきかという点において、同様の構図を描いていると考えるからである。

つまり、教育委員会改革の議論を、制度理念や政治的代表制の問題に引きつけるだけでなく、公教

育ガバナンスをめぐるリーダーシップの問題として展開することも重要なのである。この点につい

ては、稿を改めて検討したい。 

 15 このような問題関心は、「教育ガバナンス」と「分散的リーダーシップ」の関係性について言及し

た篠原（2008）にも通底する部分があるように思われるが、詳細については別の機会に検討するこ

とにしたい。 



 

118 

・岩永定「学校と家庭・地域の連携における子どもの位置」『日本教育経営学会紀要』第54号、第一法

規、2012年、13－22頁。 

・喜多明人「子どもの権利条約と子ども参加の理論」『立正大学文学部論叢』第98号、1993年、73－97

頁。 

・喜多明人編著『現代学校改革と子どもの参加の権利―子ども参加型学校共同体の確立をめざして』

学文社、2004年。 

・小玉重夫「interview シティズンシップの観点から見た、これからの学校と教師の役割」「BERD」

No.3、ベネッセ、2006年、10－15頁。 

・小松茂久「現代アメリカ大都市教育行政の改革課題―シカゴ学校改革を事例として」金子照基編著

『現代公教育の構造と課題』学文社、1994年、44－71頁。 

・小松茂久『アメリカ都市教育政治の研究―20世紀シカゴの教育統治改革』人文書院、2006年。 

・小松茂久「アメリカ現代地方教育統治の再編と課題―教育委員会制度の理念と実態を中心に」『早稲

田教育評論』第26巻第１号、2012年、1－20頁。 

・篠原岳司「現代アメリカ大都市学区における教育自治と学校改善―理論的課題と研究動向」『北海道

大学大学院教育学研究科紀要』第106号、2008年、89－102頁。 

・田久保清志「教育運動史からみた生徒参加―日本の高校生の「学校参加」と「教育行政参加」」喜多

明人他編著『子どもの参加の権利―〈市民としての子ども〉と権利条約』三省堂、1996年、162－

175頁。 

・坪井由実「アメリカ」喜多明人他編著『子どもの参加の権利―〈市民としての子ども〉と権利条

約』三省堂、1996年、262－277頁。 

・坪井由実『アメリカ教育アカウンタビリティ制度化における教育長・校長の職能向上プログラム改

善』（平成14年度～16年度 科学研究費補助金研究成果報告書 課題番号14510274）、2005年a。 

・坪井由実「「教育の地方自治」システムとその基本原理」『日本教育行政学会年報』第31号、教育開

発研究所、2005年b、35－50頁。 

・中嶋哲彦「子どもの権利条約と教育・教育行政」田原迫龍麿他編著『教育行政の課題と展開』コー

レル社、1999年、87－100頁。 

・マーク・ベビア（野田牧人訳）『ガバナンスとは何か』NTT出版、2013年。 

・文部科学省『諸外国の教育行財政―７か国と日本の比較』ジアース教育新社、2014年。 

・柳澤良明「学校経営における参加とガバナンス―参加の理念および制度の日独比較を通して」小島

弘道編『時代の転換と学校経営改革―学校のガバナンスとマネジメント』学文社、2007年、199－

208頁。 

・柳澤良明「生徒が参加する学校づくり(４)―「学校会議」での合意形成通じ成長」「日本教育新聞」

2013年12月９日版 

・山内乾史「ガバナンスと教育計画―地域の再編と教育行政」石戸教嗣編『新版 教育社会学を学ぶ

人のために』世界思想社、2013年、93－118頁。 

・Datnow, A. et. al. Integrating Educational Systems for Successful Reform in Diverse Contexts, Cambridge 

University Press, 2006.（後洋一訳『格差社会アメリカの学校改革―連邦・州・学区・学校間の連携

―』明石書店、2009年） 

・Manna, P. Networked Governance in Three Policy Areas with Implications for the Common Core State 

Standards Initiative, Common Education Standards, Tackling the Long- Term Questions, Thomas B. 

Fordham Institute, 2006, pp.1-19. 

・Mitra, D. L. Student Voice and Student Roles in Education Policy and Policy Reform, in Sykes, G. et. al. 

(eds.) Handbook of Education Policy Research, American Educational Research Association, Routledge, 

2009, pp.819-830. 



 

119 

・NASBE, State Education Governance: State-by-State Chart Essential Governance Information March 2013 

（http://www.nasbe.org/wp-content/uploads/State-Education-Governance-2013-State-by-State-Matrix.

pdf 終確認：2014年３月27日） 

・NSBA, Students Serving on Local School Boards February 2009 

（http://www.nsba.org/Board-Leadership/Surveys/Students-on-school-boards.pdf 終確認：2014年３

月27日） 

 

〈付記〉 

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金（挑戦的萌芽研究）「スクールリーダーシップの日本的特

性に関する研究」（研究代表：濱田博文、研究課題番号：23653238）による研究成果の一部である。 

 

受理日 平成26年 3 月31日 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


